
 次に、こども子育て複合施設につ

いてです。 

 前回、６月の定例会で可決されま

したこども・子育て複合施設の事業

ですが、幾つもの疑問点と、本当に

必要なのかという思いがあります。 

 本当に子供のため、子育て世代の

保護者のためなら賛同いたします

が、６月の本会議での討論で申した

とおり、今回の事業からは、とにか

く施設を建てたいという意図ばかり

が強く伝わり、政策として整合性や

実効性、持続可能性に対する熟慮が

感じられません。やっつけ感を否め

ない内容となっています。 

 そこで、５点お伺いします。 

 １点目、６月の市民福祉委員会で

の答弁では、年間利用者の見込み人

数は現時点で数字は持っていない、

成果指標も明確なものは設定しない

との説明でした。 

 しかし実際には、都市再生整備計

画には、子育て支援対策の充実満足

度を21.3％から25.6％に向上させる

という指標が記載されています。 

 利用者数の目標を示していないの

に、どのようにしてこの指標を設定

したのか、また、既に指標があるに

もかかわらず、委員会で明確な指標

は設定していないと答弁したのはな

ぜかお答えください。 

 ２点目、都市再生整備計画では、

備蓄倉庫、休日夜間急患センター、

こども発達支援センター、こども家

庭センターを複合整備するとされて

います。 

 ところが、議会に示された説明で

は、休日夜間急患センターは別施

設、備蓄倉庫も記載がありません。

つまり国に出している計画と議会に

出された計画が食い違っているので

す。 

 これは補助要件の適否や補助金交

付そのものに影響しかねず、議会に

対する重大な説明責任の欠如と考え

ます。市の見解を伺います。 

 ３点目、利用者の多くは共働き世

帯と想定されますが、開館時間の延

長や土日祝日の対応といった、実際

のニーズに即した検討がされていま

せん。 

 令和６年度の子ども・子育て支援

に関するアンケート調査では、母親

の帰宅は17時台が63.6％ですが、１

日当たりの就労時間や家を出る時刻

を考えると、実際の帰宅は17時以降

となります。これに18時台を加える

と、約92.4％が17時以降に帰宅して

いることになります。 

 父親についても同様で、17時台が

30％、18時台を加えても61.6％が

17時以降に帰宅しており、さらに

19時から21時が26.6％を占めていま

す。 

 つまり、母親、父親ともに、多く

の家庭は17時以降でなければ利用で

きない状況であることが明らかで

す。 

 この結果を市はどう受け止めてい

るのかお答えください。 

 ４点目、この施設は子育てに不安

を持つ保護者の相談機能を集約する

ものとされています。 

 しかし、アンケートでは、相談先

は家族が84.8％、友人が58.7％、祖

父母が62.7％であり、行政機関に相

談する人はごく僅かにとどまってい

ます。 

 さらに、現在必要、重要な支援で

は、最も多い回答が子供の就学費用

の軽減が46.4％であり、相談よりも

生活の安定を求める声が圧倒的で

す。 

 この現実を踏まえると、約20億円



をかけて施設を建設するメリットは

極めて不透明です。 

 市民が納得できるよう、建設の意

義を市長から明確にお示ししていた

だきたいと思います。 

 ５点目、この施設を建設すれば、

維持管理や修繕工事、数十年後には

解体工事が必要になります。 

 次世代のツケに絶対にならないと

いう確約はできるのでしょうか。 

 私は、絶対にならないという確約

ができないのであれば、建設するべ

きではないと思っていますが、確約

できるのでしょうか、できないので

しょうか。市長からはっきり、イエ

スかノーでお答えください。 

○議長（田窪秀道） 答弁を求めま

す。高橋建設部長。 

○建設部長（高橋宣行）（登壇） 

こども子育て複合施設についてお答

えいたします。 

 都市再生整備計画についてでござ

います。 

 都市再生整備計画につきまして

は、当初、休日夜間急患センターを

含めた複合施設整備を計画してお

り、令和７年３月に公表いたしまし

たが、その後、再度検討を重ねた結

果、休日夜間急患センターを除く計

画へ変更することとし、国との協議

も完了する見込みとなったため、議

会に説明させていただいたところで

ございます。 

 なお、補助要件の適否や補助金交

付への影響に関しましては、国との

協議が調っておりますことから、問

題はございません。 

 また、備蓄倉庫に関しましては、

施設を維持するための必要最小限の

備蓄を想定しておりましたことか

ら、施設の一部として捉えており、

議会への説明資料には改めて表記は

しておりませんでしたが、補助金を

申請する上では、交付対象施設を分

ける必要がありますことから、都市

再生整備計画には、備蓄倉庫を記載

させていただいております。 

○議長（田窪秀道） 藤田福祉部こ

ども局長。 

○福祉部こども局長（藤田惠女）

（登壇） 都市再生整備計画におい

てどのように指標を設定したのかに

ついてお答えいたします。 

 都市再生整備計画に関する指標の

設定につきましては、計画策定時に

使用した直近のデータである令和５

年度新居浜市市民アンケート調査結

果に基づいております。 

 この調査によると、子育て支援対

策の充実に関して、満足5.6％及び

やや満足15.7％の合計で21.3％とな

っており、この数値を指標として用

いております。 

 目標値につきましては、計画期間

が短期間であることを踏まえ、２割

程度の増加を見込み、25.6％といた

しております。 

 次に、明確な指標は設定していな

いとの答弁についてでございます。 

 さきに述べた指標は、一宮町・繁

本町周辺地区全体の整備方針に関す

るものであり、こども・子育て複合

施設の整備事業とは異なります。 

 この施設は、こども家庭センタ

ー、保健センターの母子保健部門、

発達支援センターの機能を複合化す

るもので、現在、それぞれの部門で

成果指標を掲げて業務に取り組んで

おります。 

 １階に設置予定の子育てスクエア

の具体的な機能につきましては、ニ

ーズ調査等を踏まえて決定される段

階であるため、本市総合戦略の子育

て支援の充実の指標と併せて、適切



な評価基準を検討してまいりたいと

御説明いたしました。 

 次に、複合施設の開館時間の延長

や土日祝日の開館についてでござい

ます。 

 令和６年度に実施した子ども・子

育て支援に関するアンケート調査の

結果、乳幼児のいる世帯のうち、帰

宅時間が18時以降となるのは、母親

は34.9％、父親は67.1％となってお

ります。 

 このことから、開館時間や曜日の

設定につきましては、工夫が必要で

あると考えておりますが、市民のニ

ーズを踏まえた施設となるよう、３

年後の施設開設に向けて取り組んで

まいります。 

 次に、施設の建設の意義について

でございます。 

 こども・子育て複合施設について

は、生活の安定を求める声や行政の

窓口が相談しづらいと感じる方々の

声に応え、こども家庭センター等の

相談機能を集約し、さらに児童福祉

機能を有する施設でございます。 

 保護者が相談にとどまらず、生活

全般にわたる必要な支援を受けられ

る体制を整えることで、より包括的

で有益な支援が提供できるものと考

えております。 

 また、市民の方々からは、18歳ま

で同じ場所で相談できる施設ができ

ると聞いて大変うれしく思う、元気

な子供だけでなく、障害のある子供

たちも一緒に育つような施設にして

ほしい、相談を受けている間、子供

を預かってもらえる場所が欲しいな

ど、期待の声を多数いただいており

ます。 

 このため、この複合施設の建設

は、子供やその保護者が安心して相

談できる場所を提供し、子育てに関

する悩みを軽減するための重要な意

義を持つものと考えております。 

 今後も市民の声を反映させ、必要

な支援の充実を図ってまいりたいと

考えております。 

 次に、施設建設後の維持管理や修

繕工事、数十年後の解体工事等に関

する次世代の影響についてでござい

ます。 

 次の世代に過度な負担をかけない

よう、計画段階から十分に配慮を行

い、将来的な費用負担を見越して運

営計画を策定することは重要である

と認識しております。 

 予期しない経済変動や社会状況の

変化が影響を与える可能性がありま

すが、今後も可能な限り、負担を軽

減するための施策を講じてまいりま

す。 

○議長（田窪秀道） 再質問はあり

ませんか。伊藤義男議員。 

○２番（伊藤義男）（登壇） 利用

者数の見込みや成果指標は曖昧で、

国への提出資料と議会答弁にも食い

違いがあり、計画の根拠そのものに

疑問があります。 

 補助金交付の前提を揺るがすだけ

ではなく、議会軽視とも言えます。 

 開館時間も共働き世帯の実情に合

わず、市民ニーズは、相談施設より

生活支援や就学費用軽減であるにも

かかわらず、20億円もの建設費をか

ける合理性は、市民目線から見ても

極めて不透明です。 

 将来世代の負担についても確約が

なく、世代間負担を残す懸念があり

ます。 

 実際に市民の声を伺っても、その

施設があるから子供を産もうとはな

らない、不安の根底はお金であり、

まず、経済的支援が必要だ、無痛分

娩を望んでも地元では対応できず、



費用負担のため都会に頼らざるを得

ない、出産後すぐに働かざるを得

ず、子供との触れ合いが十分に持て

ないのではと心配しているといった

切実な声が寄せられています。 

 そして私は、こうした不安の根底

には、経済的な負担だけでなく、教

育の在り方も大きく関わっていると

考えます。 

 これからの親になる世代が、子育

てとはどういうものなのか、出産に

はどんな準備や支えが必要かを十分

に学ばないまま大人になってしまっ

ている現状があります。 

 むしろ、小学校や中学校の段階

で、子育てや出産について、正しい

知識や体験を伝える教育をしっかり

行うことこそが将来的に子育ての不

安を減らす根本的な対策になるので

はないでしょうか……。（ブザー鳴

る） 


